
  
 

一

 
 

 

独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
八
条
及
び
第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
民
間
試
験
等
の
取
扱
い
） 

第
八
条 

別
に
法
律
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
大
学
の
入
学
者
の
選
抜
に
関
し
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
試
験
の
枠
組
み

に
お
い
て
、
民
間
事
業
者
等
が
実
施
す
る
学
識
技
能
に
関
す
る
試
験
又
は
検
定
（
次
条
に
お
い
て
「
民
間
試
験
等
」
と
い
う
。
）

の
活
用
は
、
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

（
民
間
試
験
等
の
活
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
検
討
） 

第
九
条 

政
府
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
試
験
の
枠
組
み
に
お
け
る
民
間
試
験
等
の
活
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
経
済

的
な
状
況
又
は
居
住
す
る
地
域
に
か
か
わ
ら
ず
等
し
く
民
間
試
験
等
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
環
境
の
整
備
、
民

間
試
験
等
の
公
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
確
保
等
の
観
点
か
ら
、
必
要
な
調
査
及
び
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。





  
 

三

 
 

 
 
 

理 

由 

 

別
に
法
律
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
大
学
の
入
学
者
の
選
抜
に
関
し
、
大
学
に
入
学
を
志
願
す
る
者
の
高
等
学
校
の
段
階
に

お
け
る
基
礎
的
な
学
習
の
達
成
の
程
度
を
判
定
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
大
学
が
共
同
し
て
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
試

験
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
民
間
試
験
等
の
活
用
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提

出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


